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　　受付期間

　　令和３年３月１日(月)から５月21日(金)まで(締切日必着)　　　　　 

　　採用予定数(参考　令和２年度)

　　応募資格

　⑴　海上自衛隊技術海曹

　　　令和３年４月１日現在、20歳以上で、令和３年７月１日までに次表の資格・免許等のいずれかを有する者

　⑵　航空自衛隊技術空曹

　　　令和３年４月１日現在、20歳以上で、次表の資格・免許等のいずれかを有する者

３

１

２

資 格 ・ 免 許 等

気象予報士、ＩＴストラテジスト、システムアーキテクト、ＩＴサービスマ

ネージャ、システム監査技術者、情報処理安全確保支援士、エンベデッドシ

ステムスペシャリスト、ネットワークスペシャリスト、データベーススペ

シャリスト

年　齢

23歳以上

採用時の階級

１等海曹

応用情報技術者、第２級陸上無線技術士、第２種電気主任技術者、診療放射

線技師、看護師、作業療法士、外国語大学等卒業者(ロシア語、中国語及び韓

国語)又はロシア語能力検定１級、中国語検定１級及び韓国語能力試験５・６

級の資格を有する者若しくはこれと同等の資格を有する者、航空交通管制技

能証明保有者、大学(短期大学を除く。音楽に係る部、科で声楽を専攻した者

(男声))卒業者

基本情報技術者、第３種電気主任技術者、歯科技工士、外国語短大等卒業者

(ロシア語、中国語及び韓国語)又はロシア語能力検定２級、中国語検定準１

級及び韓国語能力試験３・４級の資格を有する者若しくはこれと同等の資格

を有する者、航空交通管制基礎試験合格者

資 格 ・ 免 許 等 年　齢 採用時の階級

情報処理安全確保支援士　、システム監査技術者　、プロジェクトマネージャ　、

データベーススペシャリスト　、ネットワークスペシャリスト
１等空曹

　⑶　この試験を受けられない者

　　ア　日本国籍を有しない者

　　イ　自衛隊法第38条第１項の規定により自衛隊員となることができない者

　　　〇  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

　　　〇  法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

　　　〇  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又

　　　　はこれに加入した者

　　ウ　平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

　 
   令和３年度

      海上自衛隊技術海曹
 
採用要項

      航空自衛隊技術空曹
 

第２種電気主任技術者、航空交通管制技能証明保有者 ２等空曹

区　分

海上自衛隊

航空自衛隊

採用予定人員

約　19 名

約　４ 名

※　令和３年度の採用予定数につきましては、決定次第、自衛官募集ホームページ等でお知らせします。

※１ ※１ ※１

※１
23歳以上

21歳以上

20歳以上 ３等空曹第３種電気主任技術者、歯科技工士

※１　３年以上の業務経験を有すること。
※２　２年以上の業務経験を有すること。　

※２

21歳以上 ２等海曹

20歳以上 ３等海曹

※１

30歳以上 海曹長ＣＩＳＳＰ
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　  受

　⑴　 の

　　　 は、 府 に 在する自衛隊 力本部において り ています。

の 者は、 を明 した 用 ( ４ )に (1 0 )を て同 し、 りの自衛

隊 力本部に してく い。その 、海上自衛隊技術海曹 又は 航空自衛隊技術空曹

の で ることを明 してく い。

　　自衛官募集ホームページから を 又は ウンロードすることもできます。

５

　　 　　

　⑴　試験期日　令和３年 月1 日(金)( １)

　⑵　試験 　海上自衛隊( １) 、 、 、 、 、 、 月、 保、 及び

　　　　　　　　航空自衛隊 府中基 ( )

　⑶　試験種 　 試験( 、作 、語学試験(語学の受験者の (ロシア語、中国語及び韓国語)))( ２)、

　　　　　　　　 試験、 体検査(航空交通管制技能証明保有者及び航空交通管制基礎試験合格者については
　　　　　　　　航空 体検査を )及び 技試験(大学(短期大学を除く。音楽に係る部、科で声楽を専攻した
　　　　　　　　者(男声))卒業者の )( １)
　　　　　　　　 １ 海上自衛隊受験者の (大学(短期大学を除く。音楽に係る部、科で声楽を専攻した者(男声))卒業

　　　　　　　　　　　　者)の 、６月18日( ) において 試験、 試験及び 体検査を し、 日、６月19日

　　　　　　　　　　　　( ) 音楽隊( 区)において 技試験を します。

　　　　　　　　　 ２ なお、語学試験での の 用は、 とします(た し、電 は )。 自で準 してく い。

主な 体検査の合格基準( １)

男 は1 0 、 は1 0 以上のもの

航空交通管制技能証明保有者及び航空交通管
制基礎試験合格者以外のもの

航空交通管制技能証明保有者及び航空交通管
制基礎試験合格者

検 査 項

　　　長

体

　 　

歯

長と を保 ているもの( ２)

　　　力

の 力が0 以上又は 正 力が
0 8以上で るもの　

又は 正 力で、 力が が
0 以上かつ 1 0以上、 力が

0 以上で、 正 術( ラト
ロジーを 。)を受けていないこと。
なお、 正 力は を 用する。
( ンタクト ン は )

男 は3 000 、 は2 00 以上のもの

、 、 、 力、 力等
に のないもの

正 なもの

又は 度の 弱でないもの 正 なもの

数の 歯又は 歯(治療を したものを除く。)のないもの

１　 体 全で 、 に していないもの。また、 等に のないもの
２　 には次のものも まれます。
　⑴　気管支 ( 期に と診 れたが、 ３年 は無治療で 作のないものは
　　除く。)
　⑵　 力なステロイド等の治療を する又は を 等 アト ー 　　
　⑶　 の (５年以上無 で のおそれのないものを除く。)が るもの。ま

た、 にかかわる 術を５年以 に受けたもの　　　
　 　て か 、 の の るもの(た し、 期に 定した けいれ

等を除く。)
　 　過度の
　 　 、
３　 術の がないもの(た し、次のものを除く。)
　⑴　外そけい・ ア 治術
　⑵　 管 を ない 除術
　⑶　 術の 、 下 術の １年以上 ・ がないもの
　 　 術の ５年以上 ・ がないもの 
４　 がないもの( ５)・自 の のないもの・ 中でないもの・ つ
　等の 神 のないもの又は のないもの

基　　　　　    　　　準

１ れた検査項 以外にも、自衛隊の任務を 行する上で支 をきたす ( な をきたす 能 の い　
ア ーな )について 合格となることが ります。 合格 表 は、自衛官募集ホームページ

　　　( なお知らせ)に しておりますので、 確 く い。
２ 長と を保 ているもの の基準については合格基準表(５ページ)のとおり。
３ 術 の るものは、 診表に確 に し、 体検査時に ず し てく い。

　　　 に と なる 告をした 合は、 明した時 で 合格となることが ります。
４ 航空交通管制技能証明保有者及び航空交通管制基礎試験合格者に して、 します。
５ 専ら を として 又はま たに こ れたものについては、この りでは りませ 。

※　 体検査のた 、Ｔシャ 及び短 ンを してく い。
※　 体検査の合格基準については、 になる 合が ります。 項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。 

(　　　　　　　　)
その他( ３)

検査( ４)
 検 査

部 線検査 等

男 は1 、 は1 0 以上のもの

力
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海・空曹長、１等海・空曹 ６年６か月 12年６か月 約2 2

３等海・空曹

２等海・空曹

階　級 経験年数

３ 年

５ 11年 約23 2

約21 2

月　

　　 格 　　

⑴　令和３年 月 日(金)自衛隊 力本部ホームページ及び自衛官募集ホームページに するとともに、

合格通知 の をも て通知します。

　　なお、 合格者には通知しませ 。

合格通知 は、 情な により、 、 となる 合も りますので、できる け自衛官募集ホーム

ページ等で確 してく い。合格通知 が 表の日から５日経過しても しない 合には、

を した自衛隊 力本部にお い合せく い。

⑵　合 等に する には原 応 られませ 。

　　 行政 の保有する 人情報の保護に する法 (平成1 年法 第 8 )に基 く保有 人情報の は除く。

　　合格者は、採用に する 査を します。採用に応 した者は、採用予定者となります。

⑵　 及び
　　 者は次の を の自衛隊 力本部に 又は してく い。

　⑵　入隊時に 度 体検査を行いますが、この 、 の る者は 採用となることが りますので、 管理

には 分 してく い。また、 せて 用検査を します。

　⑶　採用 れるまでの に隊員となるに わしくない行 が た 合は、採用予定を り れることが

ります。

採用時の は、採用予定者の学 ・職 等により なります。また、 の月 については、法 の改正により改定 れる

　　 合が ります。

 　 　　 (令和３年１月１日 )

　
⑴　入隊時期及び入隊

       海上自衛隊 合格者は、令和３年 月下 以 、海上自衛隊 隊(神 )に入隊します。

　　　航空自衛隊 合格者は、令和３年10月以 、航空自衛隊航空 隊( 府 )に入隊します。

　　 格 　　

 　 　　 　　　　　

　⑴　 の月 ( )

      資格を した時以 の経験年数により なります。

　⑵　 種 当
月の の か、期 ・ 当(年２ )が支 れます。また、 務 職種・職 に応 た 種 当等

が ります。
　⑶　 職 当
　　　 ６か月以上で 務年数に応 て支 れます。
　 　若年定年 職者 制度

若年定年制から ずる を た 、自衛官として20年以上 務し、１等海・空 以下で定年 職をし
た 合に支 れます。

支 の 安としては、定年 職 から 0歳までの期 １年につき、 職時の 月 の約６か月分
が支 れます。た し、 職 の年 等に応 て、 支 の 部又は全部が れることが ります。

 １ は 及び 自衛隊受験 用で２ となります。本人とわかる 明な で長期保 のできるもので
　　　 れ 、デジタ でも 能です。
 ２ していた いた ・免許証の し及び証明 等は、 いたしませ 。
 ３ 日、 用 をも て試験について する予定です。試験日前にな ても受験 が かない 合は、   
       の自衛隊 力本部に ずお い合わせく い。

定 に６か月以 に した を てく い( １)。
( 、上 、正 、 ４ 、 ３ 、 に 名、募集種 を 入)

項  　           　 数

 　 　 
( ２)

自衛隊受験

免許証の し
( ２)

証　 明 　
( ２)

用

と同 を てく い。

応募資格となるものを してく い(語学受験者は除く。)。
免許証交 き等の 係で受 期 に できない 合は、免許証の受理 、す か
に してく い。

ア　大学・短期大学卒業証明 及び同成 証明 (ロシア語、中国語及び韓国語の受験者
　で外国語大学等及び外国語短大等卒業者 びに音楽の受験者で大学卒業者)
イ　語学の応募資格に係る合格証明 及び成 証明 (ロシア語、中国語及び韓国語の受
　験者で前項アに該当しない者)

を明 し、 用 (8 )を てく い( ３)。

１部

１部

１部

１部

１部

採用時の年齢 １・２・３等海・空 、 海・空 、
海・空曹長、１等海・空曹

歳定年

２・３等海・空曹

3歳定年

２・３等海・空

歳定年

１等海・空

歳定年

定年 職時の階級

3 歳及び33歳

32歳以下

支 れませ 。

支 れます。 支 れます。

支 れます。

支 れます。 支 れます。

支 れます。支 れます。

3 歳以上 支 れませ 。 支 れませ 。 支 れませ 。支 れませ 。

3 歳 支 れませ 。 支 れます。 支 れます。支 れませ 。

3 歳 支 れませ 。 支 れませ 。 支 れます。支 れませ 。
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 海上自衛隊又は航空自衛隊で とする資格・免許等で、 が しく、保有者が ない資格・免許等保有者
を 力として、採用する制度です。

技 術 海 曹 ・ 技 術 空 曹 と は

入 隊 の

主 な 職 、

　⑴　 等を した 合 

　　　 の 、 等を したときには、 かに次のとこ してく い。

　　　試験終 前に した 合 を した自衛隊 力本部

　　　試験終 に した 合

10

　⑵　受験のた の交通 及び は、自 になります。

　⑶　その他、 明な については、 の自衛隊 力本部にお い合わせく い。

 　 　 　

　資格・免許等に応 て、海上自衛隊・航空自衛隊の 部隊等で次のよ な業務に します。　

資格・免許等 職区分

航
空
自
衛
隊

を する基 等において、 に れる電 、
情報処理 等の保 ・ の業務に します。

応用情報技術者
基本情報技術者

及び航空 を する基 びに通 隊等において、通
電 の 、保 、 等の業務に します。

全国の基 等において、 の 管理(主として電気)等の業務
に します。

全国の基 等において、情報 係及び語学の 係の業務に
します。

衛 隊をは とする 部隊等において、衛 係の業務
に します。

診療放射線技師
看護師
歯科技工士
作業療法士

外国語大学等卒業者他これら
に準ずる応募資格者  

航空交通管制技能証明保有者
航空交通管制基礎試験合格者

航空基 等において、航空交通管制の業務に します。

全国の基 等において、電気 の保安業務に します。

自衛隊 務 等における歯科技工の業務及び衛 (隊
員の 診 等)に します。

陸上無線技術士

電気主任技術者

電気主任技術者

歯科技工士

電

　　

衛　　

情　　報

航空管制

電　　気

歯　　科

航空交通管制技能証明保有者 航空自衛隊の 行 において、航空交通管制業務に します。航空管制

情報処理安全確保支援士、シ
ステム監査技術者、プロジェ
クトマネージャ、データベー
ススペシャリスト、ネットワ
ークスペシャリスト

電 処理
情報 キ リテ 業務、情報システムにおけるインシデント の
応及びサイ ー 業務等に します。

航空基 等において、気象 気象予報に する業務に し
ます。

気象予報士 気象海

海

上

自

衛

隊

 入隊 、海上技術海曹は、海上自衛隊 隊(神 )において、航空技術空曹は、航空自衛
隊航空 隊( 府 )において、約３か月 、基礎知 及び基本 作等の を受けます。
※　採用 、４年以上で 部 (部 )の受験資格が られます。

技術海曹 衛 海上 監部人 部人 募集
　　　　　 1 2 8803　 区 本 ５－１　�03(32 8)3111( 表)　 線 02 1
技術空曹 衛 航空 監部人 部人 募集
　　　　　 1 2 880 　 区 本 ５－１　�03(32 8)3111( 表)　 線 023
　　　　　

主　な　業　務

ＣＩＳＳＰ
ＩＴストラテジスト
システムアーキテクト
ＩＴサービスマネージャ
システム監査技術者
情報処理安全確保支援士
エンベデッドシステムスペシャリスト
ネットワークスペシャリスト
データベーススペシャリスト

電 処理
通 部隊等において、サイ ー キ リテ に する業務に
します。

音楽隊において、 係の業務に します。
大学(音楽に係る部、科で声
楽を専攻した者(男声))卒業
者  

音　　楽
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・自衛隊受験 入

合格基準表

の 入上の をよく で下 の で
　 入してく い。

する募集種 技術海曹 又は 技術空曹 を で 。

　名 籍に れているとおり正確に 入

年月日 年齢は令和３年４月１日現在の年齢を 入

職　業 大学 、 大学 、 専 学 、 員 、

無職 等と 入

部 ・職 する職 を 入

　※４ページ(主な職 、 )の職 を 　

試験 当 力本部に確 の 入(技術海曹

者は、第１、第２ の試験 を 入

技・資格免許 国 資格免許等を 入

現 府 から 、マンシ ン名・ まで

に 入

　　なお、 ー アド ス( 者) は合格を通知するた

のものでは りませ 。

等 名、 及び ( 府 から 、マン

シ ン名・ )を 入。た し、現 と同 で れ

に 同上 と 入

学 から現在までのもの(専 学 ・予 等 。)を

中 等も 、す て に 入し、 卒業・卒業 ・中

のいずれかを で 。

職 までの 職 (在学中以外のア イトも 。)を

す て に 入し、無職の 合も、 務 に 無職 と 入

し、在職期 の にその期 を 入

　　なお、職務 は、応募資格の業務経験を有しているか

かを確 するた 、 に に 入

過 の自衛官等の受験 受験経験者は 有 を で 、

の受験種 、年月を 入し、 経験者は 無 を で (自

衛官等とは、自衛官、自衛官 、予 自衛官 、自衛隊

学 、 衛大学 学 、 衛 科大学 学 及び 等工科学

をい 。)。　

自衛隊員 入 該当者は 入。予 自衛官 は現職 の

入(階級は予 自衛官 と 入)し、予 自衛官は現職 及び

職 (予 自衛官 からの任用者は除く。)ともに 入(階級は予

士( )と 入)

については になる 能 が ります。 について

は りの自衛隊 力本部で確 してく い。

( 及び自衛隊受験 用) 本人とわかる 明な で

長期保 のできるもので れ 、デジタ でも

自衛隊法第38条第１項

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの者

 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２

年を経過しない者

 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者　

張 等

報官等 階級

和
平成

令和

令和　　 　年 　 月

科 ・ 歯 科 部 自 衛 官　　 技 術 海 上 部 ・ 技 術 海 曹

科・歯科・ 科 部 　 　技 術 航 空 部 ・ 技 術 空 曹

陸 上 自 衛 官 看 護 　           応募種 を で

　り　が　な

　　 　名

年 月 日

区 分

衛

部 ・職

男
        　　　

(1) 次のよ な を、その
に 名及び募集種 を 入

し、 がれないよ に て
く い。
・ 前６か月以
・ 、上 、正 き
・ ４ 、 ３ 度
・本人と確 できるもの

(2) を ていない 合、
又は 明その他受験 と
して 当でない 合は受理し
ませ 。

(3) 受験 と同 の を
してく い。

職　　 　業

現　 　
マンシ ン、
ア ート名
まで 入

等

学　 　　

職　 　　

い に、
自 業及
び自衛隊
を 入

過 の自衛官等の受験 自衛隊員(予 自衛官、 応予 自衛官、予 自衛官 及び 職者を 。) 入

有　　・　　無
募集種 年　月 　　　 等 階級(級) ( ) 階級(級) ( )年　月 終

・ ・

᭷
ࡢ
ሙ
ྜ

年　　　　　 月　　　　　 日

募集 項で す期日現在 　　 　　　　 歳

陸・海・空 科・歯科・ 科

それ れいずれかを で

年月日

年月日

数

免許

国
試験

　 　　　－

りがな

　　

　 　　　－

りがな

　　

りがな

　　名

　　

電
( ) 　　　　　 　　　　　　　－

学 名 部科名 在 ( 名まで 入)

務 (部 まで) 職務 在 ( 名まで 入)

電
( ) 　　　　　 　　　　　　　－

現職・予 自衛官・ 応予 自衛官・予 自衛官 ( で )

ー アド ス
( 者)

試験

(１次)

(２次)

　　　 技

資 格 免 許

資 格 検 定

合格
年度

種

在学期 等( は で 。)

   年   月     年   月 卒業・卒業 ・中

   年   月     年   月 卒業・卒業 ・中

   年   月     年   月 卒業・卒業 ・中

   年   月     年   月

   年   月     年   月

   年   月     年   月

   年   月     年   月

   年   月     年   月

   年   月     年   月

卒業・卒業 ・中

   年   月     年   月 卒業・卒業 ・中

在職期

　　　　　職

は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　採用試験を受験したいので、 し ます。
は、日本国籍を有しており、自衛隊法第38条第１項 のいずれにも該当しておりませ 。

また、この の 項は に りませ 。

　　　　　年　　　月　　　日　　 名 自

力本部

年 月 日

１ 次

２ 次

受 験

ཷ
ࠉ
ࠉ
ࠉ
ࠉ


ᣦ
ᐃ
ヨ
㦂
ሙ

入上の
　１　 又は インク ー ペン で本人が では きりと 入してく い。
　２　 上の 線 の 受 ・ 定試験 には 入しないでく い。
　３　 入 が りないときは、 の用 をつけて 入してく い。
　４　 入 項に 正が ると採用を り れることが ります。　
  ５　 に した は、自衛官等の募集以外の では 用することは りませ 。
　

ぼうえい いちろう

防衛  一郎

○○ ○○ ○○

○○

通

とうきょうと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東京都○○区○○町○丁目○○○○

○○○○○○○＠○○○．ｎｅ．ｊｐ

ぼうえい たろう

防 衛　太 郎

父

とうきょうと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東京都○○区○○町○丁目○○○

○○○　　　○○○　　　○○○○

○○○　　　○○○　　　○○○○

○○高等学校

○○○○大学

○○科

○○学部○○学科

東京都○○区○○町

東京都○○区○○町

○○　 ○ ○○　 ○

○○　 ○ ○○　 ○

○○○○○○○○ ○○○○○○ 東京都○○区○○町 ○○　 ○ ○○　 ○

技術海曹

　　　　　○○　　○○

気象予報士

　　　　○○　　　　　　○○　　　　　○○ 防衛  一郎

　　　　　　 －

　　　　　　 －

自 衛 隊 受 験

応募種

受験

 り が な

　　名

試 験 

試験日時

部 大卒 度・ 卒者 、航空学 、 曹 、 科・歯科 部自衛官、

技術海上 部、技術航空 部、技術海曹、技術空曹、

衛大学 学 ・ 合 ・ 、

衛 科大学 学 学科・看護学科(自衛官 看護学 ) 、

陸上自衛隊 等工科学 ・ 、自衛官 、

予 自衛官 ・技能(陸上)・技能(海上)

その他(　　　　　　　　　)

受
力本部

１ 応募 応募種 は該当を　　で こと。
　　２ 部 者は、大卒 度・ 卒者の区分を　　で こと。
　　３ 衛大学 学 者は、 ・ 合 ・ の区分を　　で こと。
　　４ 衛 科大学 学 者は、 学科・看護学科(自衛官 看護学 )の区分を　　で こと。
　　５ 陸上自衛隊 等工科学 者は、 ・ の区分を　　で こと。
　　６ 予 自衛官 者は、 ・技能(陸上)・技能(海上)の区分を　　で こと。

　　

と同
ものを り

　ける        　

４ ３

は 入しないでく い

　防  衛   一  郎
ぼうえい　　　 いちろう

　長 体　

　　 
－  (38)
－  (39)
－  ( 0)
－  ( 2)
  ( 3)
  ( 3 )
  ( )
( )

8  ( )
9  ( )
0  ( )
2  ( 9)
  ( 1)
  ( 3)
8  ( )
0  ( )
2  ( 9)
  ( 1)
  ( 3)

以上 以上   　 
1 0 0
1 2 0
1 0
1 8 0
1 0 0
1 2 0
1 0
1 8 0
1 1 0
1 0
1 0
1 0 0
1 3 0
1 0
1 9 0
182 0
18 0
188 0
191 0

航空交通管制技能証明保有者及び航空交通管制基礎試験合格者以外のもの

　長 体　

以上 以上

体 過
の 定基準

体 過
の 定基準

航空交通管制技能証明保有者及び航空交通管制基礎試験合格者

　　 
( 2)
( 3)
( )
( )
( 8)
( 9 )
( 2)
( )
( )
( 9 )
( 2)
( )
( )
( 9 )
(82)
(8 )
(88)
(91)
(9 )

　　 
－  
－ 
－  
－  
  
  
9  
1
  
  

9  
81   
8  
8  
89  
91   
9
9
99 

   　 

1 0 0
1 2 0
1 0
1 8 0
1 1 0
1 0
1 0
1 0 0
1 3 0
1 0
1 9 0
182 0
18 0
188 0
191 0

　　 
( 8)
( 9 )
( 2)
( )
( )
( 9 )
( 2)
( )
( )
( 9 )
(82)
(8 )
(88)
(91)
(9 )

　　 
－  
－ 
9  
1    
  
  

9
81
8   
8   
89  
91   
9  
9  
99  

　　 
( 3)
( 3 )
( )
( )
( )
( )
( )
( 9)
( 1)
( 3)
( )
( )
( 9)
( 1)
( 3)

　　 
－  
－ 
  
   

8  
9  
0
2
  
  

8 
0 
2 
 
  

　　 
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( 8)
( 8 )
( 9)
( 9 )
(80)
(80 )
(81)

　　 
－  
－ 
  
   

8   
9  

80
80
81   
82  
83 
8   
8  
8  
8   

以上

　

※　 は の 合を し、他は男 通です。



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

神

　

　

長　

　

　

　

　

　

　知

　

　

　

大　

　

　

和

　

　

　

　

　

　

　

　

　知

　

　

長　

大　分

　本

　

　

中 区 ４条 1 １

６－2

国有無

1 条 1 ４

長 １ ３－５　 第２合同 ２

７ 2 　 合同 ２

区 １ ３－1 　 第３合同 １

４ ３－3

１－５－ 8　 合同 １・２

8

の ３ 11－

５ １－13　 合同 ２

前 ３ －12

いたま 和区 ４ 11－1  和 合同 ３

区 １ １－1

区 本 10 １

中区 下 2 3－２

中 区 １ １－１　 合同 １ ７

府 の １ １ 18 　 府合同 ２

長 1108　長 第２合同 １

区 3

６－2

神 ４ ３－10　 神 合同 ３

１ １－ 　 合同 10

長 2 －３

名 中 区 ３－ 1

１ 91

大 ３－１－１　大 びわ 合同 ５

中 区 38 合同 ３

大 中 区大 前４－１－ 　大 合同 第２ ３

神 中 区 海 通１－４－３　神 合同 ４

2　 第２ 合同 １

和 １ 1 －６

安２－89－４　 第１ 合同 ６

13 －10　 合同 ４  

区下 １－４－１　 第２合同 ２

中区上 ６－30　 合同 ４ ６

81

３－５  第２ 合同 ５

サン ート３－33　 サン ート合同 ２

3 2－１

知 ２－２－10  知よ こい 合同

区 １ 12        

２－18

長 ２－2 　 衛 合同 ２

大分 ２ １ 3 　大分合同 ５

本 区 日２ 10－１　 本 合同 ３

大 ２ １－39

４ １ 　 第２ 合同 １

前 ３ 2 －３－１

0 0 8 2

0 2 093

0 0 0902

080 002

030 08 1

020 0023

983 08 2

010 09 1

990 00 1

9 0 81 2

310 0011

320 00 3

3 1 080

330 00 1

2 3 0021

1 2 88 0

231 0023

9 0 8 2

00 0031

380 08

20 0821

930 08

921 8 0

910 0019

02 081

0003

1 0003

20 00

0 8 82

0 0008

1 00 3

30 8301

0 828

80 08

90 08 1

00 8 1

30 0012

3 0092

0 09 1

0 0019

90 0003

80 00 1

812 08 8

8 0 00

8 0 08 2

8 0 001

8 0 00

880 0901

890 8 1

900 001

011( 31) 2

0138( 3) 2 1

01 ( 1) 0

01 (23) 882

01 ( )1 9

019( 23)323

022(29 )2 12

018(823) 0

023( 22)0 12

02 ( )1920

029(231)331

028( 3 )338

02 (221) 1

0 8(831) 0 3

0 3(2 1) 1 1

03(32 0)0 3

0 ( 2)9 29

02 (28 )0 1

0 (2 3)1 91

02 (233)2108

0 (2 1)31 1

0 ( 1)32 1

0 (291) 2 0

0 (23)1910

0 8(232)312

0 2(331) 2

0 9(22 )0 31

0 ( 2 )

0 (803)0820

0 ( 9 2)0 1

0 8(2 1)8 00

0 2(23) 001

0 3( 22) 11

08 (23)22 1

08 2(21)001

08 (22 )03 1

082(221)29

083(922)232

088( 23)2220

08 (823)920

089(9 1)8381

088(822) 128

092( 8 )1881

09 2(2 )2291

09 (82 )88

09 ( 3 ) 2 1

09 (29 )20 1

098 ( 3)2 3

099(2 3)8920

098(8 )

https://www.mod.go.jp/pco/sapporo/

https://www.mod.go.jp/pco/hakodate/

https://www.mod.go.jp/pco/asahikawa/

https://www.mod.go.jp/pco/obihiro/

https://www.mod.go.jp/pco/aomori/

https://www.mod.go.jp/pco/iwate/

https://www.mod.go.jp/pco/miyagi/

https://www.mod.go.jp/pco/akita/

https://www.mod.go.jp/pco/yamagata/

https://www.mod.go.jp/pco/fukushima/

https://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

https://www.mod.go.jp/pco/tochigi/

https://www.mod.go.jp/pco/gunma/

https://www.mod.go.jp/pco/saitama/

https://www.mod.go.jp/pco/chiba/

https://www.mod.go.jp/pco/tokyo/

https://www.mod.go.jp/pco/kanagawa/

https://www.mod.go.jp/pco/niigata/

https://www.mod.go.jp/pco/yamanashi/

https://www.mod.go.jp/pco/nagano/

https://www.mod.go.jp/pco/sizuoka/

https://www.mod.go.jp/pco/toyama/

https://www.mod.go.jp/pco/ishikawa/

https://www.mod.go.jp/pco/fukui/

https://www.mod.go.jp/pco/gifu/

https://www.mod.go.jp/pco/aichi/

https://www.mod.go.jp/pco/mie/

https://www.mod.go.jp/pco/shiga/

https://www.mod.go.jp/pco/kyoto/

https://www.mod.go.jp/pco/osaka/

https://www.mod.go.jp/pco/hyogo/

https://www.mod.go.jp/pco/nara/

https://www.mod.go.jp/pco/wakayama/

https://www.mod.go.jp/pco/tottori/

https://www.mod.go.jp/pco/shimane/

https://www.mod.go.jp/pco/okayama/

https://www.mod.go.jp/pco/hiroshima/

https://www.mod.go.jp/pco/yamaguchi/

https://www.mod.go.jp/pco/tokushima/

https://www.mod.go.jp/pco/kagawa/

https://www.mod.go.jp/pco/ehime/

https://www.mod.go.jp/pco/kochi/

https://www.mod.go.jp/pco/fukuoka/

https://www.mod.go.jp/pco/saga/

https://www.mod.go.jp/pco/nagasaki/

https://www.mod.go.jp/pco/oita/

https://www.mod.go.jp/pco/kumamoto/

https://www.mod.go.jp/pco/miyazaki/

https://www.mod.go.jp/pco/kagoshima/

https://www.mod.go.jp/pco/okinawa/

電力本部 　在　

の ・ (受 )
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＜　自衛官募集ホームページ　＞＜　自衛官募集ホームページ　＞＜　自衛官募集ホームページ　＞ ＜　自衛官募集ツイッター　＞＜　自衛官募集ツイッター　＞＜　自衛官募集ツイッター　＞ 　お 合せは、下 自衛隊 力本部 。


